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○ 令和7年8月14日に、厚生労働省から「地域医療構想の取組の推進に向けた調
査について」事務連絡が発出された。
○ これを踏まえ、本県では対象となる医療機関に対して調査を依頼することと
したため、その調査について情報共有を行う。

１ 調査の目的
２ 調査の概要
３ 調査の留意事項
４ 県からの調査依頼について
５ スケジュール
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１. 調査の目的

○ 国では、令和7年6月13日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針
2025」（骨太の方針）において、病床削減やその調査についての記載を盛り込
んだ。

○ 骨太の方針は、６月に自民党、公明党、日本維新の会の３党で合意した内容
を反映したものであり、厚労省からは、今後「地域の実情を踏まえた調査」を行
うことを想定しており、調査を行う際は、各都道府県に説明した上で進めたいと
の連絡があった。

○ 今般、地域の実情を踏まえた調査として、国から、「2040年頃を見据えた
新たな地域医療構想の策定や取組の推進に向けて、医療機関の連携・再編・集約
化の取組状況を把握する」ための調査依頼があったため、これを受けて、対象と
なる医療機関に調査するものである。
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○ 「経済財政運営と改革の基本方針2025」（骨太の方針、以下同じ）については、令和７年６月
13日に閣議決定されたが、病床に関する記載（下線部）が盛り込まれた。
第３章 中長期的に持続可能な経済社会の実現
２.主要分野ごとの重要課題と取組方針
（１）全世代型社会保障の構築
「持続可能な社会保障制度のための改革を実行し、現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽
減を実現するため、…（略）…、新たな地域医療構想に向けた病床削減、…（以下略）」

【参考】骨太の方針について

○ この部分について、次の注釈が付された。
「人口減少等により不要となると推定される一般病床・療養病床・精神病床といった病床につ

いて、地域の実情を踏まえた調査を行った上で、２年後の新たな地域医療構想に向けて、不可逆
的な措置を講じつつ、調査を踏まえて次の地域医療構想までに削減を図る。」
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○ 持続可能な社会保障制度のための改革を実行し、現役世代の保険料負担を含む
国民負担の軽減を実現することを目的として、合意文書を交わした。

○ 病床に関する内容はおおむね次のとおりである。
・ 人口減少等により不要となると推定される、約11万床の一般病床・療養病
床・精神病床といった病床について、地域の実情を踏まえた調査を行った上で、
２年後の新たな地域医療構想に向けて、不可逆的な措置を講じつつ、調査を踏
まえて次の地域医療構想までに削減を図る。

・ 当該削減が実現した際には、「一定の合理性のある試算」に基づけば、約１
兆円の医療費削減効果と試算されるなど、一定の入院医療費の削減効果が期待
できる。

【参考】自民党、公明党、日本維新の会の３党合意について
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２. 調査の概要

【調査の対象】
○ 令和7年8月1日時点で、一般病床、療養病床及び精神病床を有するすべての医
療機関
【調査の回答対象】
○ 令和9年3月末までに、病床削減・機能転換（入院料の転換）・他医療機関と
の再編等の予定がある、一般病床、療養病床及び精神病床を有する医療機関

【主な調査の項目】
○ 医療機関名、所在の二次医療圏、許可病床数（R7年9月1日時点）等
○ 令和7年度～8年度の病床削減、機能転換、再編等の予定の有無
○ 削減予定の病床、機能転換予定の病床が現在算定している入院料の名称
○ 削減予定の病床数、削減予定時期、機能転換予定時期
○ 病床削減、機能転換、再編等に伴い中止する診療科の有無
○ 入院料別、医療機関全体の病床稼働率
○ 令和4年度～令和6年度の各年度の経常収支の赤字額等
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３. 調査の留意事項

【留意事項】
○ 国の事務連絡では、「本調査の回答については、必要に応じて
今後の予算要求等にも活用する可能性があり、また、その交付の前
提となる可能性もあります」との記載があることから、該当する医
療機関には必ず回答するように依頼を行う。

○ なお、現時点では、国から新たな補助制度などが示されていな
いことから、本調査の回答提出により、今後の何らかの補助・交付
が確約されるものではない。
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【参考】8月14日付厚生労働省事務連絡「地域医療構想の取組の推進に向けた調査について」
表面 裏面
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４. 県からの調査依頼について

○ 国の事務連絡を踏まえ、県内の
病院・有床診療所を対象に、令和9
年3月末までに、病床削減・機能転
換（入院料の転換）・他医療機関と
の再編等の予定の有無について調査
を実施。（9月4日調査開始）

○ 回答期間は、9月4日（木）～
9月17日（水）とし、ウェブ
フォームでの回答を依頼した。

【Webフォームイメージ】
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５. スケジュール

・9月4日 県から各医療機関へ調査依頼発出
・9月4日～9月17日 調査回答期間
・9月中旬 回答取りまとめ後、厚労省へ提出

令和7年9月
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